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グループホームひふみのご案内【 重要事項説明書 】  

1． 施設の概要 

（1）ホームの名称等 

・ ホ ー ム  名     グループホームひふみ 

・ 開 設 年 月 日          令和 2年５月１日 

・ 所  在  地     沖縄県うるま市伊波１０２３番地３ 

・ ＴＥＬ・ＦＡＸ：０９８－９８９－３３０５ 

・ 管 理 者 名     長嶺 未駆士 

・ 介護保険指定番号    第４７９０３００２４４号 

    ・サービス種類      指定認知症対応型共同生活介護 

（２）運営方針 

     グループホームひふみは、認知症によって自立した生活を維持することが困難になった利

用者に対して、住み慣れた地域と家庭的な環境のもと、入浴、排泄、食事等の介護、その他

の日常生活上の世話及び機能訓練を行う事により、その有する能力に応じ、自立した日常生

活を営む事ができるように支援する。 

 

（３）施設の職員体制 

        ① 管理者        １名（常勤兼務） 
   管理者は、運営管理及び職員等の管理を一元的に行うとともに、法令等にお

いての規定に関し、事業所の従業者に対し尊守すべき事項において指導命令

を行う。 
        ② 計画作成担当者   1名以上（兼務） 
        入所者ごとのサービス計画を作成し、毎日のサービス提供にあたっての見

直しや必要な支援を行う。又、連携する介護老人福祉施設、介護老人

保健施設、医療機関等との連絡、調整を行う。 
 

③ 介護従業者   ３名以上 
  家庭的な環境の中で利用者と共同生活を営みながら、必要な介護及び支援を 

行う。 
看護師     １名以上（兼務） 

④看護師は毎日の健康管理や急変が生じた場合、緊急性の判断や主治医との連携 

軸に、協力医療機関と速やかな連絡調整など必要な体制をとる。 
  

（４）入居定員 ： 定員９名 

    居 室 ： ・個 室（９室） 

（５）共有部分  

（室 内）： ・食堂・キッチン・多目的ホール・多目的室１（地域交流室）・光庭・トイ

レ・ 

脱衣室・浴室・事務室・洗濯室・デッキ玄関ホール 

（室 外）： ・遊歩道・家庭菜園 

２．サービスの内容 

      事業所は、介護保険等の関係法令およびこの契約書に従い、利用者が家庭的な環境のも

とでその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むこと出来るよう援助を行います。 

① 認知症対応型共同生活介護計画の立案 

１ サービスの提供開始時に、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を

踏まえて、地域における活動への参加の機会の確保等、他の介護事業者と協議の上、

援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容を記載した（介護予



防）認知症対応型共同生活介護計画を作成します。 

２ 利用者に応じて作成した介護計画の内容について、利用者及びその家族に対して、

説明し同意を得ます。 

３ （介護予防）認知症対応型共同生活介護計画を作成した際には、当該（介護予防）

認知症対応型共同生活介護計画を利用者に交付します。 

４ 計画作成後においても、（介護予防）認知症対応型共同生活介護計画の実施状況の把

握を行い、必要に応じて介護計画の変更を行います。 

② 食 事（食事は食堂を中心として、相談の上、自由な時間・場所でおとりできます） 

１ 利用者ごとの栄養状態を定期的に把握し、個々の利用者の栄養状態に応じた栄養管

理を行います。 

２ 食事の提供及び介助が必要な利用者に対して、介助を行います。 

３ 嚥下困難者のためのきざみ食、流動食の提供を行います。 

   

    朝 食    ８時００分～０９時００分 

    昼 食   １２時００分～１３時００分  

    夕 食   １７時００分～１８時００分 

③ 介 護（日常生活の支援を行います） 

④ 入 浴（入居利用者は、自由にご利用いただきます。ただし相談の上、利用時間を取り 

決めます。また利用者の身体の状態に応じて清拭をお手伝いする場合があります。） 

   ⑤ 排泄介助（介助が必要な利用者に対して、自立支援を踏まえ、トイレ誘導やオムツ交換を

行います。 

   ⑥ 移動・移乗介助（介助が必要な利用者に対して、室内の移動、車いすへの移乗の介助を行

います。 

   ⑦ 服薬介助（介助が必要な利用者に対して、配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の

確認を行います。） 

   ⑧ 機能訓練（日常生活動作を通じた訓練） 

   ⑨ レクレーションを通じた訓練（利用者の能力に応じて、集団的に行うレクレーションや歌

唱、体操などを通じた訓練を行います。） 

⑪ 相談援助サービス 

⑫ 理容室サービス（任意） 

   ⑬ 若年性認知症（４０歳かた６４歳まで）の利用者ごとに担当者を定め、その者を中心にそ

の利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行います。 

   ⑭ その他 

    １ 利用者の選択に基づき、趣味・趣向に応じた創作活動等の場を提供します。 

    ２ 良好な人間関係と家庭的な生活環境の中で、日常生活がすごせるよう、利用者と介護事

業者等が、食事や掃除、洗濯、買い物、レクレーション、外食、行事等を共同で行うよ

う努めます。 

    ３ 利用者・家族が必要な行政手続き等を行うことが困難な場合、同意を得て代わって行い

ます。 

    ４ 常に利用者の心身の状況や置かれている環境等の的確な把握に努め、入居者、家族に対

し、その相談に応じるとともに、必要な支援を行います。 

    ５ 常に家族と連携を図り、利用者・家族との交流等の機会を確保します。 

＊これらのサービスに中には、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくもの

もありますのでご相談ください。 

 

 

 

 



(短期利用共同生活介護) 

①当事業所は、１ユニットの定員の範囲内で、空いている居室を利用し、短期間の指定

認知症対応型共同生活介護（以下「短期利用共同生活介護」という。）を提供する。 

② 短期利用共同生活介護は1ユニットにつき1名とする。 

③短期利用共同1生活介護の利用は、あらかじめ30日以内の利用期間を定めるものとする。 

④短期利用共同生活介護の利用に当たっては、利用者を担当する居宅介護支援専門員が

作成する居宅サ－ビス計画の内容に沿い、当事業所の計画作成担当者が認知症対応型

共同生活介護計画を作成することとし、当該認知症対応型共同生活介護計画に従いサ

－ビスを提供する。 

３．利用料金 

 （１）基本料金 

① 施設利用料（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なり

ます。以下は１日当りの自己負担分です。 

      ・ 要介護１         ７６５円（２２，９５０円/３０日） 

      ・ 要介護２         ８０１円（２４，０３０円/３０日） 

      ・ 要介護３         ８２４円（２４，７２０円/３０日） 

      ・ 要介護４         ８４１円（２５，２３０円/３０日） 

      ・ 要介護５         ８５９円（２５，７７０円/３０日） 

   ② 利用料の支払い 

      ①利用者またはその家族等は事業所に対し、介護保険給付サービス並びに、各種介護保

険給付外サービスについて本紙のとおりの利用料等を支払います。 

      ②事業所は、利用者が支払うべき認知症対応型共同生活介護サービスまたは介護予防認

知症対応型共同生活介護サービスに要した費用について、利用者が介護サービス費と

して市町より給付を受ける額の限度において、利用者に代わって市町より支払い受け

ます。（以下法定代理受領サービスという） 

      ③事業所は、利用者に対し、毎月月締めとし、よくつき 10 日までに当月の利用料等の

請求書を送付します。請求書には、利用者が利用した利用単位の内訳、介護保険給付

対象と対象外の区別を明記します。 

      ④利用者またはその家族等は、当月の利用料等を事業所の指定する方法により翌月 21

日までに支払います。 

      ⑤利用者の故意、過失又は利用者の趣向により、居室又は備品等通常の保守、管理の程

度を超える補修が必要となった場合には、その費用を利用者が別途これを負担します。

但し、やむを得ない事情があると認められた場合は、利用者の負担を免除することも

あります。 

      ⑥事業所は、利用者から利用料等の支払を受けたときは利用者に対し、領収書を発行し

ます。領収書には、事業所が提供した介護保険給付の対象となるものと対象外の区別、

領収金額の内訳を明記します。 

＊ 医療連携体制加算（Ⅰハ） 

常勤看護師と連携の上、２４時間体制（緊急時の連絡体制）を整え、沖縄県の承認

を得た場合、上記の料金に１日３７円加算されます。 

＊ 認知症チームケア推進加算（Ⅰ） 

認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カンファレンスの開

催、計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無及び程度についての定期的な評価、

ケアの振り返り、計画の見直し等を行っている際に１５０円/月加算されます。 

＊ 若年性認知症利用者受入加算 

入居の際、年齢が 65 歳以下の利用者ごとに個別に担当者を定め、そのものを中心に

利用者の特性やニーズに応じたサービスを提供した場合に、上記の料金に一日 120

円を加算します。 



＊ 初期加算 

入居した日から起算して３０日以内の期間について、上記料金に１日３０円加算さ

れます。 

＊ 看取り介護加算 

  医師、看護師、介護職員が共同して、入居者の状態又は家族の求めに応じ随時説明

を行い、同意のもと、看取り介護が行われた場合に、上記の料金に死亡日４５日前

～３１日前 ７２円/日 死亡日３０日前～４日前１４４円/日、死亡日の前々日、

前日６８０円/日、死亡日１，２８０円/日を加算されます。 

・退去時相談連携加算 

退去時に適切な指導及び退去後に居宅サービスを利用する際に相談援助を行った場合

1回に限り 400円を加算します。 

＊入院後３カ月以内に退院が見込まれる入居者について、退院後の再入居の受け入れ体

制を整えている場合には、1月に 6日を限度として２４６円/日の基本報酬を算定し

ます。 

※科学的介護推進体制加算 ４０円/月 

＊利用者ごとの ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況等の基本的な情報を厚生労

働省に提出し、その情報を認知症対応型共同生活介護の適切かつ有効な提供に活用し

ている場合に算定します。 

＊介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 

「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」、「介護職員等ベー

スアップ等支援加算」は、「介護職員等処遇改善加算」へと統合されます。介

護職員の待遇（給与）を改善するために、御本人負担割合が１７．８%となります。

法改正により、負担割合の変動がございます。ご家族の皆様には、ご負担が増え、

大変心苦しく思いますが、何卒ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。       

＊振替手数料 110円 消費税の改定があった場合は税率に伴い変動があります。 

 

＊ 協力医療機関関連連携加算（短期利用／介護予防除く）協力医療機関との間で、入

所者等の同意を得て、当該入所者等の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催

している場合１００円／月を加算します。 

＊ 退居時情報提供加算（短期利用を除く）医療機関へ退所する入所者等について、退

所後の医療機関に対して入所者等を紹介する際、入所者等の同意を得て、当該入所

者等の心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に、入所者等１人につき１

回に限り算定します。２５０円／回。 



＊ 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）診療報酬における感染対策向上加算に係る届

出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に行う院内感染対策に関する研修又

は訓練に 1年に 1回以上参加している場合１０円／月加算します。 

＊ 新興感染症等施設療養費２４０円／日。入所者等が別に厚生労働大臣が定める感染

症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、

当該感染症に感染した入所者等に対し、適切な感染対策を行った上で、該当する介

護サービスを行った場合に１月に 1回、連続する 5日を限度として算定します。 

＊ 業務継続計画見実地減算（所定単位数の 3.0％を減算）基準に適合していない場合、

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実

施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計

画）策定すること。 

＊ 高齢者虐待防止措置未実施減算（所定単位数の 1.0％を減算）虐待の発生又はその

再発防止するための以下の措置が講じられてない場合適用します。虐待防止のため

の対策を検討する委員会（テレビ電話装置等活用可能）を定期的に開催するととも

に、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

＊ 身体拘束廃止未実施減算（短期利用のみ）（所定単位数の 1.0％を減算）身体的拘

束等の適正化を図るため、以下の措置が講じられていない場合減算。 

①  食 費（１日）       １，５００円（４５，０００円/３０日） 

② 水道光熱費（１日）      ５８３円（１７，４９０円/３０日） 

③ 家 賃（１日）       １,０２０円（３０，６００円/３０日） 

＊ 居住費にかかる費用です 

＊ 外泊及び入院された場合も上記金額は負担となります 

＊ 上記料金は１ヶ月３０日で計算しておりますので、月の日数によっては負担金が変

動致します。※月途中における入退居について日割り計算としています。 

 

 （２）その他利用料金 

    ① 行事費／１日（その都度実費をお支払いただきます） 

       小旅行、趣味活動の材料費、行事参加等にかかった費用 

 ② 健康管理費（その都度実費をいただきます） 

      インフルエンザ予防接種に係る費用でインフルエンザ予防接種を希望された場合に  

いただきます。また、急な病院受診対応などで発生した受診料金等もお支払いいただ

きます。 

  

※ 介護保険料の滞納等により、保険給付制限が適応されている場合は、支払方法の変更（介護保険

法第６６条）に伴い、介護サービス利用料の全額をお支払いただきます。 

    １ 利用者またはその家族等は事業所に対し、介護保険給付サービス並びに、各種介護保険

給付外サービスについて、本紙のとおりの利用料等を支払います。 

    ２ 事業所は、利用者が支払うべき認知症対応型共同生活介護サービスまたは介護予防認知



症対応型共同生活介護サービスに要した費用について、利用者が介護サービス費として

市町より給付を受ける限度において、利用者に代わって市町より支払を受けます。（以

下法定代理受領サービスという） 

    ３ 事業所は、利用者に対し、毎月月末締めとし、翌月 10 日までに当月の利用料等の請求

書を送付します。請求書には、利用者が利用した利用単位の内訳、介護保険対象、対象

外の区別を明記します。 

    ５ 利用者の故意、過失又は利用者の趣向により、居室又は備品等通常の保守、管理の程度

を超える修復が必要となった場合には、その費用を利用者が別途これを負担します。但

し、止む得ない事情があると認められた場合は、利用者の負担を免除することもありま

す。 

    ６ 事業所は、利用者から利用料等の支払を受けたときは利用者に対し、領収証を発行しま

す。領収証には、事業所が提供した介護保険給付の対象となるものと対象外の区別、領

収金額の打内訳を明記します。 

４．協力医療機関 

     当ホームでは、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、利用者の状態が急変した

場合には、速やかに対応をお願いするようにしています。 

・ 協力医療機関  →  沖縄医療生活協同組合 中部協同病院 

                 沖縄市美里 1丁目 31番 15号 

    ・ 協力歯科機関  →  スマイル歯科 

                 うるま市高江洲１０８１－１スマイルビル２F 

・ 協力医療機関  →  和花クリニック 医療法人社団泰成会 

           沖縄県うるま市江洲１３５―５ １階   

・ 協力医療機関  →  マリン在宅クリニック 

           沖縄県沖縄市泡瀬 2丁目 3－17 Blue Sky Awase,A-2 

 

 

５．施設利用に当っての留意事項 

  (1)指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護の対象者は、要介護（要支援者）であって認知

症であるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者とし、次のいずれか

に該当する者は対象から除かれます。 

   ① 認知症の症状に伴う著しい精神症状を伴う者 

   ② 認知症の症状に伴う著しい行動異常がある者 

   ③ 認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者 

  (2)入居申込者の入居に際しては、主治医の診断書等により、当該入居申込者が認知症の状態に

あることの確認を行います。 

  (3)入居申込者が入院治療を要する者であること等、入居申込者に対して自ら必要なサービスの

提供が困難であると認められた場合は、他の適切な施設、医療機関を紹介する等の適切な措

置を速やかに講じます。 

  (4)利用者の退居に際しては、利用者及びその家族の希望、退居後の生活環境や介護の連続性に

配慮し適切な援助、指導を行うとともに、居宅介護支援事業者等や保険医療、福祉サービス

提供者と密接な連携に努めます。 

    

① 居室つくりについて 

     入居したら、まず利用者の居室つくりから実施していただきます。 

     居室つくりは、利用者及びご家族により実施していただきますので、ご家庭で使い慣れた

寝具などをお持込ください（ただし、部屋の広さの考慮をよろしくお願いします） 

     また、搬入に関してご相談いただければ、当ホーム職員がお手伝いします。 

②面会について 



面会時間は、午前 9時から午後 18時までとなっております。 

その他時間の面会希望については相談の上行います 

   ③ 外出・外泊について 

イ） 外出外泊される際は、前日までに職員へ届け出て下さい。 

ロ） 外出される際は、午後 18時までにご帰所下さい。 

ハ） 外出外泊中に急変等が生じた場合は、本人及び保護者(付添い者)の責任で対応して

いただくとともに、必ず当ホームへ御連絡下さい。 

 ④ 飲酒・喫煙について 

イ） 当ホーム内での飲酒は禁止となっております。 

ただし、利用者の希望がある場合は都度相談の上、実施を検討していきます 

② 当ホーム内は、禁煙となっています。 

③  電話・郵便・小包について 

イ） お電話のお取次ぎは、午前 9 時から午後 18 時までとなっておりますが、緊急の場合

はこの限りではございません。 

ロ） 手紙、小包等を出す場合は、事務所にお預け下さい。また配達されてきた小包は、

当ホームで預かり職員が直接ご本人にお渡しいたしますが、食料品の郵送はご遠慮

下さい。 

 

   ⑥ 所持品・備品等の持ち込みについて 

イ） 電化製品の持込は事前に当ホーム長へご相談の上行ってください。 

ロ） 衣類、靴、帽子等の私物については、必ず名前を記入して下さい。 

   ⑦ 金銭・貴重品について 

イ） お金や貴重品の紛失・破損については責任を負いかねますので、お持ち込みになら

ないようお願いします。 

ロ） 預金通帳、年金証書等は、当ホームでは一切お預かり致しません。  

６．非常災害対策 

①  防火設備 ： スプリンクラー、非常放送設備、消火栓、消火器 

② 防災訓練 ： 年２回以上 6月、12月 

③    対策内容  

   イ）当事業所は、消防法第８条に規定する防火管理者を配置します。 

  ロ）防火管理者は、消防計画及び風水害、地震等の災害に対処するための計画を策定

し、その計画に基づき非常災害対策を行います。 

  ハ） 非常災害が生じた場合は、入居者及び従業者の避難等に対し適切な措置を講じま

す。また、管理者は非常災害に備え、地域協力機関と連携を図り、入居者を含めた総合避

難訓練及び従業者に対する防火教育と基本訓練（消火・通報・避難）を年２回、実施しま

す。 

 

７．禁止事項 

    当施設では、多くの方に快適な共同生活を送っていただくために、利用者の営利行為、宗教

活動、特定の政治活動は禁止します。 

 

 

８．やむ得ない身体拘束に関する対策 

    当施設では、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じる。利用者の身体拘束

は行わない。万一、利用者又は他の利用者、職員等の生命又は身体を保護するために緊急止

むを得ない場合には、あらかじめ利用者の家族に利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理

由、身体拘束等の対応及び目的、身体拘束を行う時間、期間などの説明を行い、同意を文章

で受けた時のみ、その条件と期間内にて身体拘束等を行うことができる。 



   ・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）を 3 月に 1 回以上開催するとともに、その結果について、介護職員

その他の従業者に周知徹底を図るものとする。 

   ・身体拘束等の適正化のための指針を設備する。 

   ・介護職員その他の従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。 

   ・前項の規定により身体拘束を行う場合には、管理者及び計画作成担当者、介護従事者により

検討会議を行う。また経観察記録を整備する。 

・自傷他害の恐れや、身体拘束その他の行動制限を行う以外代替えする看護・介護方法がな

い。 

・身体拘束その他の行動制限が一時的である。 

その際には、御本人、主治医、ご家族に相談の上実施していきます。また、説明書を用いて

説明同意を得、経過観察・再検討記録を記入し随時ご家族へ報告致します。 

 

９．要望及び苦情等の相談 

    当ホームには、支援相談の専門員として、また入居されている利用者の処遇やケアプランの

担当として介護支援専門員が勤務しています。 

お気軽にご相談下さい。 

介護支援専門員 

長嶺 美千代 

（電話０９８－９８９－９０５７ ） 

    要望や苦情なども、所長及び施設介護支援専門員にお寄せいただければ、速やかに対応いた

します。 

   また、申し出方法としては、｢ご意見箱｣を利用いただく方法もありますので、正面玄関ホール

に備え付けの用紙にてご記入、投函してください。 

要望及び苦情などの相談は直接ホームに相談する他に、保険者や関係団体に申し出ることもで

きますので主な相談先をご案内します。 

国民健康保険連合会 
所 在 地：〒901-1492 那覇市西３－１４－１８ 

電話番号：０９８－８６３－２３２１ 

うるま市介護長寿課  

介護給付係 

所 在 地：〒904-2292 うるま市みどり町１－１－１ 

電話番号：０９８－９７３－３２０８ 

沖縄県福祉サービス 

適正化委員会 

所 在 地：〒903-8603 那覇市首里石嶺町４－３７３－１ 

電話番号：098-886-5704  ＦＡＸ098-882-5714 

第３者委員 

糸村 栄好 

所 在 地：〒904-2226 うるま市字仲嶺３３３－３ 

電話番号： 098-974-0805 

 

※事業所で提供しているサービス内容や課題などについて、第三者の観点から評価を行っています。 

１０．事故発生時の対応 

   ① 入居者に対する認知症対応型共同生活介護の提供により事故が発生した場合は、 

    保険者、当該入居者のご家族に連絡を行うとともに必要な措置を講じるものとします。 

   ② 入居者に対する認知症対応型共同生活介護の提供により賠償すべき事故が発生 

        した場合は、損害賠償を速やかに行うものとします。 

   ③ 事故に事故については、事業所として事故の状況、経過を記録し、原因の分析、再発防止

のための取り組みを行います。 

 

１１. サービス提供の記録 

   ① 指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護等を提供した際には、提供した具体的なサー

ビス内容等の記録をおこなうこととし、その記録は完結の日から 5年間保存します。 



   ② 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求す

ることができます。 

   ③ 入居に際して入居年月日及び事業所名称を、退居に際して退居年月日を介護保険者証に記

載します。 

 

１２. 衛生管理等 

   ① 入居者の使用する施設、食器その他の設備または飲用する水について、衛生的な管理に努

めまたは、衛生上必要な措置を講じるものとする。 

   ② 指定介護認知症対応型供生活介護事業所において感染症が発生し、またはまん延しないよ

う必要な措置を講じるものとする。 

   ③ 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね 6 月 1 回以上開催するとと

もに、その結果について、従業者に周知徹底する。 

   ④ 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を設備する。 

   ⑤ 事業所において、事業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定

期的に実施する。 

   ⑥ 事業所は、感染症の発生又はまん延を防ぐために必要な措置を講じるとともに、従業者に

対し定期的に健康診断等を実施する。（年１回以上） 

   ⑦ 事業所において、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置

を講じるものとする。 

・ 感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための指針を策定し、対策委員会にて随時意

見見直すこと。 

・ 感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策委員会をおおむね 6月に 1回開

催するとともに、その結果について従業者に周知をはかることとする。 

・ その他関係通知の遵守、徹底に務めるとともに、必要に応じて保険所の助言、指導を求

めるなど関係機関と綿密な連携を保つものとする。 

 

１３. 業務継続計画の策定等について 

   ① 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護（指

定介護予防認知症対応型共同生活介護）の提供を継続的に実施するための、及び非常時

の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計

画に従って必要な措置を講じます。 

   ② 従業者に対し、業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行いま

す。 

   ③ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

 

１４. 秘密保持等 

   ① 指定認知症対応型共同生活介護事業所の従業者は、業務上知り得た利用者又は不要者若し

くはその家族等に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。 

   ② 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の従

業者であったものが、正当な理由なく、従業者は業務上知り得た利用者又は扶養者若し

くはその家族等に関する秘密を漏らす事が内容、必要な措置を講じなければならない。 

   ③ 但し、次の各号については利用者若しくは家族等の同意を得た上で、情報の提供を行える。 

・ 利用者に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等に利用者に関する心身等の

情報を提供できるものとする。 

・ 介護保険サービスの利用のための市町村、サービス担当者会議等で、居宅介護支援事業

所その他の介護保険業者への情報を提供できるものとする。 



・ その他においても、必要性があり、なおかつ利用者若しくは家族等の同意を得た情報に

ついても提供できるものとする。 

   ④ 前項に掲げる事項は、利用終了後も同等の扱いとする。 

 

１５. 緊急時における対応 

   ① 職員は、サービス実施中に利用者の心身の状況に異常その他緊急事態が生じたときには、

速やかに主治医又は協力医療機関にて受診などの適切な措置を講じるとともに、管理者

に報告しなければならない。 

   ② 利用者に健康上の急変があった場合には、関係機関若しくは適切に医療機関と連絡を取り

緊急医療等の適切な措置を講じる。 

   ③ サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、協力医療機関との連携

及び支援の体制を整える。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な

措置を講じるものとする。 

    

１６. 職場におけるハラスメントの防止 

   ① 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動

又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものに

より従業者の職業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を

講じるものとする。 

 

１７. 運営推進会議 

   ① 指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護が地域に密着

し地域に開かれたものにするために、運営推進会議を開催する。 

   ② 運営推進会議の開催は、おおむね２か月に 1回以上とする。 

   ③ 運営推進会議のメンバーは、利用者、利用者家族、町内会役員、民生委員、うるま市の担

当職員若しくは事業所が存在する地域を管轄する地域包括支援センターの職員、及び認

知症対応型共同生活介護について知見を有するものとする。 

   ④ 会議の内容は、事業所のサービス内容の報告及び利用者に対して適切なサービスがおこな

われているかの確認、地域との意見交換、交流等とする。 

   ⑤ 運営推進会議の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録

を公表する。 

 

１８. 人権の擁護及び虐待防止のための措置 

   ① 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待防止等のため、次の措置を講ずるものとする。 

   ② 人権の擁護、虐待の防止等に関する責任者の選定及び必要な体制の設備 

   ③ 成年後見制度の利用支援 

   ④ 虐待の防止の啓発・普及するための職員に対する研修の実施 

   ⑤ 職員は、利用者に対し、以下のような身体的苦痛を与え、人格を辱める等の虐待を行って

はならない。 

   ⑥ 殴る、蹴る等直接利用者の身体に侵害を与える行為。 

   ⑦ 合理的な範囲を超えて長時間一定の姿勢をとるよう求める行為及び適切な休憩時間を与え

ずに長時間作業を継続させる行為。 

   ⑧ 廊下に出したり、小部屋に閉じ込めるなどして叱ること 

   ⑨ 強引に引きずるようにして連れて行く行為。 

   ⑩ 食事を与えないこと。 

   ⑪ 利用者の健康状態からみて必要と考えられる睡眠時間を与えないこと。 

   ⑫ 乱暴な言葉使いや利用者をけなす言葉を使って、心理的苦痛を与えること。 

   ⑬ 現に受けているサービスが受けられない旨脅かす等言葉による精神的苦痛を与えること。 



   ⑭ 性的な嫌がらせをすること。 

   ⑮ 当該利用者を無視すること。 

   ⑯ 虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。

事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を

現に養護するも者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、

これを市町村に通報ものとする。 

 

１９. 記録の区分 

   ① 設備、備品、職員及び会計に関する諸記録を整備する。 

   ② 入居者に対する指定介護認知症対応型共同生活介護の提供に関する諸記録を整備し、その

完結の日から 5年間保存するものとする。 

 

２０. 利用料金表 

   ・共同生活住居数が１ 

 基本単位 1割負担額 2割負担額 3割負担額 

要介護１ ７６５ 765円 1,530円 2,295円 

要介護２ ８０1 801円 1,602円 2,403円 

要介護３ ８２４ 824円 1,648円 2,472円 

要介護４ ８４１ 841円 1,682円 2,523円 

要介護５ ８５９ 859円 1,718円 2,577円 

   ・短期利用 I  

 基本単位 1割負担額 2割負担額 3割負担額 

要介護１ ７９３ 793円 1,586円 2,379円 

要介護２ ８２９ 829円 1,658円 2,487円 

要介護３ ８５４ 854円 1,708円 2,562円 

要介護４ ８７０ 870円 1,740円 2,610円 

要介護５ ８８７ 887円 1,774円 2,661円 

【介護予防認知症対応型共同生活介護費・介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費】 

   ・共同生活住居数が１（I） 

基本単位 1割負担 2割負担 3割負担 

７６１ 761円 1,522円 2,283円 

７８９円 789円 1,578円 2,367円 

 

 

 

 

 

 

加算  

 基本単位 1割負担額 2割負担額 3割負担額 算定回数等 
夜間支援体制

加算（Ⅰ） 
５０ 50円 100円 150円 1日につき 

夜間支援体制

加算（Ⅱ） 
２５ 25円 50円 75円 1日につき 

認知症行動・

心理症緊急対

応加算 

２００ 200円 400円 600円 1 日につき（7

日を限度）（短

期利用の場合の

み） 



若年性認知症

利用者受け入

れ加算 

１２０ 120円 240円 360円 1日につき 

看取り介護加

算★ 
７２ 72円 144円 216円 死亡日以前

31 日以上 45

日以下 

看取り介護加

算★ 
１４４ 114円 288円 432円 死亡日以前 4

日以上 30 日

以下 

看取り介護加

算★ 
６８０ 680円 1,360円 2,040円 死亡日の前

日及び前々

日 

初期加算 ３０ 30円 60円 90円 1日につき 

医療連携体制

加算（Ⅰ）イ 
５７ ５７円 １１４円 １７１円 1日につき 

医療連携体制

加算（Ⅰ）ロ 
４７ ４７円 ９４円 １４１円 1日につき 

 

医療連携体制

加算（Ⅰ）ハ 
３７ ３７円 ７４円 １１１円 1日につき 

医療連携体制

加算（Ⅱ） 
５ ５円 １０円 １５円 1日につき 

退居時相談援

助加算 
４００ 400円 800円 1,200円 1回につき 

認知症専門ケ

ア加算（Ⅰ） 
３ 3円 6円 9円 1日につき 

認知症専門ケ

ア加算（Ⅱ） 
４ 4円 8円 12円 1日につき 

 

生活機能向上連

携加算（Ⅰ） 
１００ 100円 200円 300円 3 月に 1 回を

限度として 1

月につき 

生活機能向上連

携加算（Ⅱ） 
２００ 200円 400円 600円 3 月に 1 回を限

度として 1 月に

つき 

栄養管理体制加

算 
３０ 30円 60円 90円 1月につき 

口腔衛生管理体

制加算 
３０ 30円 60円 90円 1月につき 

口腔・栄養スク

リーニング加算 
２０ 20円 40円 60円 1回につき 

 



科学的介護推進

体制加算 
４０ 40円 80円 120円 1月につき 

サービス提供体制

強化加算（Ⅰ） 
２２ 22円 44円 66円 1日につき 

サービス提供体制

強化加算（Ⅱ） 
１８ 18円 36円 54円 1日につき 

サービス提供体制

強化加算（Ⅲ） 
６ 6円 12円 18円 1日につき 

介護職員処遇改

善加算（Ⅱ） 
１７．８％ 左記の 1割 左記の 2割 左記の 3割 基本サービス

費に各種加算

減算を加えた

総単位数（所

定単位数） 

協力医療機関連

携加算 
１００ １００円 ２００円 ３００円 1 月 に つ き

（短期利用／

介 護 予 防 除

く） 

協力医療機関連

携加算 
４０ ４０円 ８０円 １２０円 1 月 に つ き

（短期利用／

介 護 予 防 除

く） 
退居時情報提供

加算 
２５０ ２５０円 ５００円 ７５０円 １回限り。（短

期利用除く） 

高齢者施設等感

染対策向上加算

（Ⅰ） 

１０ １０円 ２０円 ３０円 1月につき 

高齢者施設等感

染対策向上加算

（Ⅱ） 

５ 5円 １０円 １５円 1月につき 

新興感染症等施

設療養費 
２４０ ２４０円 ４８０円 ７２０円 1 日 に つ き

（連続する 5

日を限度） 

業務継続計画未

実施減算 
所定単位数

の 3.0％を

減算 

左記の１割 左記の 2割 左記の３割 所定単位数

の 3.0％を

減算 

高齢者虐待防止

措置未実施減算 
所定単位数

の 1.0%を減

算 

左記の１割 左記の 2割 左記の 3割 所定単位数

の 1.0%を減

算 
身体拘束廃止未

実施減算（短期

利用のみ） 

所定単位数

の 1.0%を減

算 

左記の 1割 左記の 2割 左記の 3割 所定単位数

の 1.0%を減

算（短期利

用のみ） 
認知症チームケ

ア 推 進 加 算

（Ⅰ） 

１５０ １５０円 ３００円 ４５０円 1 月につき

（認知症専

門ケア加算

を算定時は

算定不可） 



認知症チームケ

ア 推 進 加 算

（Ⅱ） 

１２０ １２０円 ２４０円 ３６０円 1 月につき

（認知症専

門ケア加算

を算定時は

算定不可） 
生産性向上推進

体制加算（Ⅰ） 
１００ １００円 ２００円 ３００円 1月につき 

生産性向上推進

体制加算（Ⅱ） 
１０ 10円 ２０円 ３０円 1月につき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 グループホームひふみ入居利用同意書 
説明・交付日：令和   年   月   日 

    認知症対応型共同生活介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行

い交付致しました。 

事業者   ホーム名：[ グループホーム ひふみ            ]   

 

住  所：[ 沖縄県うるま市石川伊波１０２３番地３   ] 

 

説 明 者：                   印   

 

同意・受領日：令和   年   月   日 

本書面に基づいて事業者から重要事項及び利用約款の説明を受け、認知症対応型共同生活介護

の提供開始に同意し交付を受けました。 

利用者氏名：                     印 

 

        住  所：[                                         ] 

  

             連 絡 先：[                                         ] 

 利用者代理人 

  

氏   名：                      印 

 

  住  所：[                                         ]                  

 

連 絡 先：[                                         ] 

続柄（      ） 

緊急時の連絡先：緊急の場合は、｢同意書｣のご記入頂いた連絡先に御連絡致します。 

グループホーム ひふみ 所長 長嶺 美千代 殿 
【緊急時の連絡先】  

氏     名 
               （続柄       ） 

住     所 
 

電 話 番 号 自 宅（      ）    － 
職 場（      ）    － 

（利用者等の意見を把握する体制、第三者よる評価の実施状況等） 

利用者アンケート調

査、意見箱等の意見等

の把握する取り組みの

状況 

１あり 実施日   

結果の開示 １あり  ２ なし 

２ なし 

第三者による評価の実

施状況 

１あり 実施日  

評価機関名称  

結果の開示 １ あり  ２ なし  

２なし 

 


